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１ 関保健所の管内図 

 

 

 

２ 管内の概要 

 

 

 

関保健所の管内図             

 

 関保健所管内の市町村 

 （郡上センターを含む） 

・関市 

・美濃市 

・郡上市 

＜ 管 内 の 概 要 ＞ 

 関保健所管内は、関市・美濃市・郡上市の 3市からなり、管内の総面積は 

1,620.09 ㎢（国土地理院）、総世帯数は 55,037 世帯、総人口は 148,661 人（平成

29年 10月 1日現在）となっております。 

 地勢は、岐阜県のほぼ中央部に位置し、長良川沿いに岐阜市と隣接する平坦な地

域の関市や美濃市から、高山市へと隣接する郡上市の山間地へと続き、広大な山林

を有しています。 

 交通網は、鉄道（長良川鉄道）や国道（156 号線、248 号線）の他、東海北陸自

動車道、東海環状自動車道東ルート、中部縦貫自動車道が整備されています。 
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３　世帯数・人口及び面積（Ｔ１-１）

　　　 　人　　 　　　口 面　積 人口密度

区　分 世帯数 計 男 女     (k㎡)   (人/k㎡)

岐阜県 763,144 2,010,698 974,382 1,036,316 10,621.29 189.31

管内総数 55,037 148,661 72,340 76,321 1,620.09 91.76

本所小計 40,582 107,841 52,460 55,381 589.34 182.99

関市 33,043 87,685 42,781 44,904 472.33 185.64

美濃市 7,539 20,156 9,679 10,477 117.01 172.26

ｾﾝﾀｰ小計 14,455 40,820 19,880 20,940 1,030.75 39.60

郡上市 14,455 40,820 19,880 20,940 1,030.75 39.60

人口・世帯：（岐阜県の人口・世帯数　調査：統計課）

面積：「平成29年全国都道府県市区町村別面積調」（国土交通省国土地理院）

４　年齢３区分別人口及び率 （Ｔ１－２）

　　  年 少 人 口  　　生産年齢人口   　　老 年 人 口

総　数   　　( 0～14歳) 　 　(15～64歳)   　　(65歳以上)

数 率 数 率 数 率 数

全国 124,648,471 15,409,844 12.4 74,231,398 59.6 35,007,229 28.1 - 

岐阜県 2,010,698 257,658 12.8 1,155,877 57.5 585,290 29.1 11,873 

管内総数 148,661 18,644 12.5 82,955 55.8 46,855 31.5 207 

本所小計 107,841 13,719 12.7 61,888 57.4 32,072 29.7 162 

関市 87,685 11,459 13.1 50,832 58.0 25,244 28.8 150 

美濃市 20,156 2,260 11.2 11,056 54.9 6,828 33.9 12 

ｾﾝﾀｰ小計 40,820 4,925 12.1 21,067 51.6 14,783 36.2 45 

郡上市 40,820 4,925 12.1 21,067 51.6 14,783 36.2 45 

※岐阜県  ： 県統計課公表値　＜市町村別年齢（3区分）別推計人口＞

不詳

※全　国  ： 総務省統計局公表値　＜第3表　年齢（5歳階級）、男女別人口及び割合＞

（平成29年10月1日現在）

　（平成29年10月1日現在）
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５　老年人口割合及び老年化指数（Ｔ１－３）

平成17年 平成22年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

全  国 老年人口割合 20.1 23.0 25.1 26.0 26.6 27.3 28.1

老年化指数 146.5 174.0 194.6 203.3 210.6 219.2 227.2

岐阜県 老年人口割合 21.0 24.1 26.2 27.2 27.9 28.6 29.1

老年化指数 144.6 172.4 192.6 202.2 212.6 219.8 227.2

管内 老年人口割合 ・ 26.0 28.1 29.2 30.0 30.8 31.5

老年化指数 ・ 192.2 212.4 221.1 232.3 241.8 251.3

本所管内 老年人口割合 21.0 23.6 26.0 27.2 28.2 29.0 29.7

老年化指数 148.0 172.2 194.2 202.7 215.1 224.3 233.8

関市 老年人口割合 20.0 22.6 25.1 26.2 27.3 28.0 28.8

老年化指数 136.6 158.6 180.0 188.5 202.2 211.0 220.3

美濃市 老年人口割合 25.1 27.6 30.0 31.2 31.8 33.0 33.9

老年化指数 200.8 240.0 266.7 275.4 281.2 292.3 302.1

洞戸村 老年人口割合 30.4 ・ ・ ・ ・ ・ ・

老年化指数 265.9 ・ ・ ・ ・ ・ ・

板取村 老年人口割合 37.3 ・ ・ ・ ・ ・ ・

老年化指数 392.8 ・ ・ ・ ・ ・ ・

武芸川町 老年人口割合 21.3 ・ ・ ・ ・ ・ ・

老年化指数 145.0 ・ ・ ・ ・ ・ ・

武儀町 老年人口割合 31.6 ・ ・ ・ ・ ・ ・

老年化指数 274.9 ・ ・ ・ ・ ・ ・

上之保村 老年人口割合 34.2 ・ ・ ・ ・ ・ ・

老年化指数 316.9 ・ ・ ・ ・ ・ ・

ｾﾝﾀｰ管内 老年人口割合 30.0 32.2 33.5 34.3 34.7 35.5 36.2

老年化指数 210.8 246.0 262.3 272.4 279.9 290.5 300.2

郡上市 老年人口割合 30.0 32.2 33.5 34.3 34.7 35.5 36.2

老年化指数 210.8 246.0 262.3 272.4 279.9 290.5 300.2

老年人口割合＝老年人口／人口×１００

資料（全国）：「推計人口過去4調査年及び直近国勢調査(17年・22年・27年)(10月1日現在)」（総務省統計局）  
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６ 保健所の概要 
 

〔沿 革〕 
昭和１２年 ４月 保健所法交付される。 

昭和１８年１１月 設立認可される。 

昭和２０年 ２月 設立。管轄区域は、武儀郡（金山町、菅田町、神渕村、坂の東村、上麻生村を除く。）

及び郡上郡（東村、和良村を除く。）で関市元重町元関市公民館を仮庁舎とする。 

昭和２２年 ９月 保健所法全面改正（昭和２３年１月１日施行）により、衛生行政は警察行政から分

離し衛生部所管となる。 

昭和２５年 ８月 郡上保健所設立により郡上郡が分離する。 

昭和２５年１０月 関市誕生により、管轄は関市、武儀郡となる。 

昭和２６年 ８月 関市川間町１へ庁舎を移転する。 

昭和２９年 ４月 美濃市誕生により、管轄は関市、美濃市、武儀郡となる。 

昭和２９年 ８月 機構改革により、庶務、衛生、保健予防の三課制がしかれる。 

昭和３２年 ９月 県行政組織規則の制定により庶務課を総務課へ課名変更する。 

昭和３４年 ７月 中濃公衆衛生協議会が発足する。 

昭和４８年１０月 中濃総合庁舎の建設に伴い現在地へ移転する。 

昭和５２年 ４月 県行政組織規則の改正により保健予防課から保健婦室を分離設置する。 

平成 ３年 ４月 県行政組織規則の改正により総務課に企画調整係を設置する。 

平成 ６年 ６月 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の公布 

平成 ７年 ４月 県行政組織規則の改正により副所長を新設し、保健婦室を保健指導課、保健婦係を

保健指導係とし、また、試験検査課を２係とする。 

平成 ９年 ４月 試験検査課を２係から１係（検査係）とする。 

平成１２年 ４月 機構改革により生活衛生課１係、健康増進課２係がしかれる。 

試験検査課は、中濃地域保健所へ、廃棄物などの環境関係業務は、振興局に移管す

る。 

平成１５年 ４月 機構改革により、係を廃止し担当制とする。 

平成１７年 ２月 市町村合併により、管轄は関市、美濃市となる。 

平成２０年 ４月 県行政組織規則の改正により、総務課２担当を設置する。 

中濃保健所から郡上センターが移管される。 

平成２１年 ４月 県行政組織規則の改正により、郡上センター健康増進担当が統廃合され健康増進課

に移管される。また、総務課２担当が１担当に統合される。 

平成２４年 ４月 県行政組織規則の改正により、担当制が廃止され、総務課１係、生活衛生課２係、

健康増進課４係となる。 

平成２５年 ４月 県行政組織規則の改正により、保健予防第一係を感染症対策係へ、保健予防第二係

を保健予防係へ、保健指導第一係を健康づくり係へ、保健指導第二係を保健指導係

へ係名変更する。 

平成２９年 ４月 と畜検査業務を、岐阜県食肉衛生検査所に移管する。 

平成３０年 ４月 県行政組織規則の改正により、管理調整・医事係の名称を管理医事係とする。 
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〔機 構〕 

 

 

 

 

 

（平成３０年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

所長 

総務課 

生活衛生課 

健康増進課 

管理医事係 

  庶務、医療従事者等の免許申請 

  人口動態、医事、統計 等 

食品指導係 

  食品衛生 等 

薬事・衛生指導係 

  環境営業、薬事、水道、献血 

  狂犬病予防 等 

感染症対策係 

  結核予防、感染症 

予防接種 等 

保健予防係 

  精神保健福祉、原爆被爆者医療 等 

健康づくり係 

  健康づくり、栄養改善指導 等 

保健指導係 

  母子保健、保健医療福祉の連携  

指定難病 等 
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と
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上
。

臨 床 検 査 技 師
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管 理 栄 養 士
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）

管
内
計

関
市

診 療 Ｘ 線 技 師
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市

理 学 療 法 士

作 業 療 法 士

歯 科 衛 生 士

診 療 放 射 線 技 師


